
国際理事会会議 
決議事項要約                        

2026 年 3 月 15 日～18 日 
米国イリノイ州オークブルック 

 
監査委員会 

決議なし。 
 
会則及び付則委員会 
 

1. 理事会方針書第 2章 A 項「副会長候補審査諮問委員会」設立趣意を改訂し、すべての委

員会メンバーが協会の一般経費払戻し方針の下に経費払戻しを受けるものとした。  
2. 理事会方針書第 7 章 Exhibit A に示される標準版地区付則第 2 条第 5 項および第 6 項の地

区ガバナーおよび副地区ガバナー空席補充手続きを改訂し、方針に含まれる役員を明確

に規定するとともに、両手続きを整合させて、会議の参加者が地区内の正ライオンズク

ラブのグッドスタンディング会員であるものとした。 
 
大会委員会 

1. 米国ワシントン D.C.で開催される 2027 年国際大会の国際会長大会アポインティ日割許

容額を、食費 1 日 140 ドル、宿泊費 1 日 325 ドルとして承認した。本部職員の日割許容

額は、食費 1 日 140 ドル、宿泊費 1日 0 ドルとする。 
 
地区及びクラブ・サービス委員会 
 

1. 134 地区ウクライナの地区解体を承認した。地区未編成地域となった同地域に留まるこ

とを希望するウクライナのクラブは、執行委員会によって任命されるワーキンググルー

プによって支援されるものとする。地区及びクラブ行政部は法務部と協力して、国際理

事会のこの決定を、旧 134 地区の地区リーダーならびに各クラブ会長および幹事に伝達

する。  
2. 新たな 2026～2027 年度クラブ優秀賞要件案を承認した。  
3. 理事会方針書第 9章 I 項「地区再編成」1.c を改訂し、地区再編成手数料の 600 ドルへの

増額を反映するものにした。  
4. 標準版クラブ会則第 7 条第 5 項「テール・ツイスター」の説明を改訂した。  

 
財務及び本部運営委員会 

1. 現会計年度の第 3 四半期予測を承認した。  
2. 滞納金を理由とする活動停止処分となるクラブ請求の支払期限を 120 日から 90 日に修

正した。クラブ解散処分のタイミングには影響しない。 
3. 理事会方針書第 11 章「財務」B 項 3.を改訂し、組織の署名権限保有者に協会の経理責

任者を追加した。 
4. 地区ガバナー経費払戻し手続きにおけるテクノロジー改良を進めるため、理事会方針書

第 21 章 C 項および第 9章 D 項 4.を改訂した。 
 
リーダーシップ開発委員会 
 

1. 2027 年地区ガバナーエレクト・セミナーのグループリーダーチームを承認した。 
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2. 国際大会 DGE セミナーのスケジュールを 2 日間と定める理事会方針書第 14 章 D 項 3.a.
の例外として、米国ワシントン D.C.で開催される 2027 年 DGE セミナーに 3 日目を認め

ることを承認した。 
 
長期計画委員会（2026 年 1 月会議の報告） 

決議なし。 
 
マーケティング委員会 

 
1. 理事会方針書第 19 章のアワードの要件を改訂した。 
2. 理事会方針書第 19 章の国際プロトコールを改訂し、一部のレオ職を含むものとした。 
3. 理事会方針書第 19 章の国際会長賞の名称に関する事務的改訂を行った。 
 

会員増強委員会 

1. 会則地域 1の空席を埋めるため、レオ諮問パネル構成員を承認した。  
2. 会則地域 6のレオ諮問パネル構成員の解任を承認した。  
3. 2026～2027年度コーディネーター･ライオン任命リストを承認した。  
4. 偽造された領収書を提出した結果として、306-D1 地区（スリランカ）に対して会員増強

補助金の受給を禁止した。また地区ガバナーに、ガバナー協議会および 306-D1 地区の

副地区ガバナーたちに対する謝罪状を書くよう要請した。 
5. 109 複合地区（アイスランド）に対し、2026 年 12 月 31 日を期限として、10 人構成のク

ラブを五つ結成することを承認した。  
6. 理事会方針書第 7 章 Exhibit A に示される標準版地区付則第 3 条に地区レオ委員長の職務

を追加した。  
7. 理事会方針書第 7 章 Exhibit C に示される標準版複合地区付則第 3 条に複合地区レオ委員

長の職務を追加した。  
8. 理事会方針書第 22 章 A 項 19.d.を改訂し、レオ諮問パネル構成員の推薦プロセスを明確

化した。  
9. 理事会方針書第 22 章 A 項 19.a.を改訂し、レオ諮問パネルの委員長および共同委員長の

選出プロセスを明確化した。  
10. 理事会方針書第 9章 B 項 1.b.を改訂し、ミッション 1.5 サミットの払戻しに関する現状

に合わなくなった文言を削除した。  
 

奉仕事業委員会 
 

決議なし。 
 
テクノロジー委員会 

決議なし。 
 
上記要約のいずれかに関する詳細は、協会ウェブサイト www.lionsclubs.org で 

ご覧いただくか、法務部にお問い合わせください。 


